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【事例内容】

張氏は2005年７月にＭ、Ｎ両社

（関連企業）に入社し、財務と販売を

担当してきた。両社は2007年３月、

張氏を総経理に任命、張氏の労働報

酬は「毎月の固定賃金として3,000

元と年末賞与（配当金を差し引いた

もの）により構成される」と雇用契

約書上に明記した。契約期間は2008

年２月29日までで、異議がない場

合、契約が満期になると自動的に更

新することで合意した。

張氏は、総経理に就任してから

2007年11月30日までに58万9,389

元の利益を計上した。しかし会社側

は、張氏が会社の財務規定に違反

し、会社の金銭を横領したほか無断

で使用したことにより会社に影響を

及ぼしたことを理由に、突然解雇通

知を出した。会社は、社印を返還す

るように要求。解雇したので賞与を

支払う必要はないと考えたが、張氏

は、上記両社に年末賞与28万1,633

元を支払うよう仲裁に申し立て、そ

の後、仲裁の判決を不服とし起訴し

た。

裁判所は某会計士事務所に被告

（上記の両社）の2007年３月１日～

11月30日までの純利益に対する監

査評定を委託したが、この期間の利

益を確定できなかった。同会計士事

務所の監査報告によると、会社には

「裏帳簿」と「表帳簿」の２つの帳簿

がある可能性があり、張氏が提出し
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た会計資料だけでは両社の同期間の

純利益を確定することはできないと

した。

裁判所は、「張氏が主張した年末賞

与はその労働報酬の一部であり、両

社は張氏との契約書上にある経営指

標の実現状況によって支払うべきだ。

ただ、両社には裏帳簿と表帳簿の２

つの帳簿がある可能性があるため、

張氏の総経理在任期間の業績を客観

的に計上できず、年末賞与も計算す

ることができない。なお、総経理であ

る張氏は両社の経営状況を如実に記

載する責任を負うことから、両社に

対し、裏帳簿と表帳簿の二つの帳簿

がある可能性による法律上の結果を

引き受けなければならない」とし、両

社は張氏に賃金や経済賠償金など計

9,000元余りを支払わなければならな

いが、張氏が両社に年末賞与を支払わ

せる訴訟請求は支持しないとの判決を

下した。

【弁護士コメント】

本案について、張氏が要求した両社

に年末賞与を支払わせるという訴訟請

求を裁判所が支持しなかった理由は、

張氏が勤めた両社に「裏帳簿」と「表

帳簿」の２つの帳簿がある可能性が

あったからである。実際、可能性に基

づく判決で人を納得させることは難し

いため、裁判所がその判決を下した根

本的な理由は、張氏が支払われるべき

年末賞与の金額を証明できないことだ

と思われる。通常、従業員の報酬など

については雇用側が証明責任を負うべ

きであるが、総経理である張氏が会社

に経営責任を持つことから、その経営

業績と年末賞与を正しく計算できない

場合、それによる不利な結果を張氏が

引き受けるのは道理にかなっている。

なお、張氏が会社に賃金と法定的な賠

償金を支払わせる権利を持つことは当

然のことである。

労働報酬に関わる案件では、証拠の

存在が非常に重要となる。仲裁委員ま

たは裁判官が起草した裁決書または判

決書では、その事件に関する金額を角、

分まで正確に計算するため、証拠不十

分の場合、主張した当事者は敗訴とな

る可能性が高い。


